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米国の相互関税と国際通商秩序 
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秋山公平（新潟大学 准教授） 
脱稿日：2026 年 5 月 28 日 

 
I 序論 

2025 年 1 月のトランプ大統領の就任以降、相互関税を含む通商措置が相次いで導入され

ました。本稿では、関税の意義および米国内法上の根拠を整理したうえで、相互関税の合憲

性および今後の見通しを示し、米国が関税措置に訴える背景から、現在の国際通商秩序に向

けられた批判を明らかにし、今後の日本の通商政策に関する展望を示します。 
 
II 関税措置の経緯 
トランプ大統領は、就任初日の 2025 年 1 月 20 日、「米国第一の通商政策」を発表し、同

年 4 月までの通商政策の包括的見直しを指示しました。同年 2 月 1 日には、移民やフェン

タニル対策を理由に、1977 年国際緊急経済権限法（International Emergency Economic 
Powers Act: IEEPA）に基づき、カナダ・メキシコ産品に 25％、中国産品に 10％の追加関

税を発表しました（以下、単に「フェンタニル関税」）。同月 10 日には、1962 年通商拡大法

232 条に基づき、鉄鋼・アルミニウムに対する関税措置の再強化を発表し、同年 6 月 4 日に

関税率を 50％に引き上げました。また、同じく 232 条に基づき、同年 3 月 26 日には、自

動車・同部品に対する 25％の追加関税を発表しました。さらに、「解放の日」と銘打った

2025 年 4 月 2 日には、貿易相手国との相互性の欠如が異常な脅威を構成しているとして国

家非常事態を宣言し、「相互関税」を発表して、ほぼ全ての貿易相手国に対する一律 10％の

関税、および 57 か国に対する追加関税の導入を発表しました。 
米中間では、高関税の応酬が懸念されましたが、2025 年 10 月 30 日、関税引下げや一時

停止（2026 年 11 月 10 日まで）で合意がなされ、EU や日本との間でも、同年 7 月、相互

関税を 15％まで引き下げる等の合意がなされています。 
関税措置が継続するなか、2026 年 2 月 20 日には、米最高裁判所が、IEEPA に基づく大

統領によるフェンタニル関税と相互関税の賦課を違法と判断し、同日、トランプ大統領は、

同法による関税を停止し、1974 年通商法 122 条に基づく暫定関税を発表しています。 
 
III 関税の意義と WTO 協定上の位置づけ 
関税は、輸出入の際に課される税金であり、通常は輸入関税を意味します。米国では、米

国税関・国境警備局が、米国輸入業者に直接請求します。関税のコストは輸出業者にも転嫁

可能ですが、ニューヨーク連邦準備銀行の調査によれば、90％以上を米国の企業と消費者が

https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/30/2025-02032/america-first-trade-policy
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/11/2025-03991/amendment-to-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-southern-border
https://www.govinfo.gov/app/details/DCPD-202500211
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/05/2025-03598/implementation-of-duties-on-steel-pursuant-to-proclamation-10896-adjusting-imports-of-steel-into-the
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/18/2025-02832/adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/03/2025-05930/adjusting-imports-of-automobiles-and-automobile-parts-into-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/03/2025-05930/adjusting-imports-of-automobiles-and-automobile-parts-into-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06063/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-strikes-deal-on-economic-and-trade-relations-with-china/
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-the-united-states-and-european-union-reach-massive-trade-deal/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tariff_measures/dai6/250725siryou1.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/25/2026-03832/ending-certain-tariff-actions
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/25/2026-03824/imposing-a-temporary-import-surcharge-to-address-fundamental-international-payments-problems
https://sgp.fas.org/crs/row/IF11030.pdf
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2026/02/who-is-paying-for-the-2025-u-s-tariffs/?utm_source=chatgpt.com
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負担しています。最近の調査では、米国民の 60%以上が関税に反対しています。 
第二次世界大戦後の国際通商秩序は、戦前の保護主義的な関税の引上げによって戦争が

引き起こされたとの反省をもとに、自由・無差別・多角的な貿易自由化を達成し世界に平和

と繁栄を保障する必要があるとの使命感のもとに形成され、数次の交渉を経て、段階的に関

税を引き下げてきました。関税及び貿易に関する一般協定（GATT）2 条は、締約国は関税

譲許表で示した待遇より不利でない待遇を与えるとし、譲許表の修正が必要な場合には 28
条で交渉を義務付けています。また、GATT1 条（最恵国待遇義務）は、関税に関する特権・

免除を全締約国に付与すると定め、世界貿易機関（WTO）の締約国間の差別を禁止してい

ます。この点、近時の米国の関税措置では、安全保障上の懸念が強調されており、自国の安

全保障上の重大な利益を理由とした差別的待遇の正当化（例えば GATT21 条）が主張され

る可能性が高く、さらに、米国は、自国の安全保障上重大な利益に関する措置について、

WTO 紛争処理機関がその合法性を判断すべきではない、との立場をとっています。 
 
IV 米国関税政策の展開 
米国憲法は、関税を課す権限を連邦議会のみに付与しています。しかし、連邦議会は、様々

な通商法を通じ、関税を含む通商措置を講ずる権限を大統領に委任しています。1995 年の

WTO 設立以降、大統領による通商権限の行使は減少傾向にありましたが、2018 年以降、

第一次トランプ政権は、WTO への不信感を背景として、1974 年通商法 201 条、1962 年通

商拡大法 232 条、および 1974 年通商法 301 条に基づく委任権限を行使し、米国の様々な

輸入品に対して、主に 10～25％の範囲で関税を引き上げました。 
通商法 201 条は、米国国際貿易委員会が、輸入の急増が米国産業に重大な損害を与えて

いる、あるいはその恐れがあると判断した場合、大統領が一時的な関税その他の通商措置を

講ずることを認めています。通商拡大法 232 条は、商務省が、特定製品が、米国の国家安全

保障を損なう恐れがあるような数量または状況下で輸入されていると判断した場合、大統

領が輸入を調整することを認めるものです。そして、通商法 301 条は、米国通商代表部が、

米国の貿易相手国が貿易協定上の約束に違反している、あるいは米国の通商に負担や制限

をもたらす差別的または不当な慣行を行っていると判断した場合、貿易協定上の譲許を停

止したり、輸入制限を課したりできることを規定しています。第一次トランプ政権は、232
条に基づく鉄鋼・アルミ関税および 301 条に基づく対中関税を導入しましたが、これらの

措置は各国の強い反発を招き、報復関税や WTO での紛争を引き起こしました。中国は、米

国による鉄鋼・アルミニウムに対する 232 条関税について WTO 紛争処理手続を提起し、

パネルはこれを WTO 協定違反と認定するとともに、安全保障例外による正当化も否定し

ました。これに対し、米国は、機能停止中の上級委員会に上訴することで、審理を事実上停

止させる戦略をとっています。 
なお、通商法第 301 条および通商拡大法第 232 条に基づく関税措置は、バイデン政権で

も維持・強化されており、こうした対中政策は米国の一貫した政策を形成しています。第二

https://abcnews.com/Politics/majority-americans-disapprove-trump-handling-tariffs-abcpostipsos-poll/story?id=130340581
https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/tradewardarkhour41_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/tradewardarkhour41_e.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KRmUPHT2Vyo&t=5s
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm
https://jsil.jp/archives/expert/2019-6
https://ielp.worldtradelaw.net/2024/12/the-us-proposal-on-how-to-handle-disputes-on-essential-security-measures/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C1-1-1/ALDE_00013387/
https://www.congress.gov/crs-product/IF10786
https://www.congress.gov/crs-product/IF13006
https://www.congress.gov/crs-product/IF11346
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds544_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/544-14.pdf&Open=True
https://www.whitecase.com/insight-alert/biden-administration-announces-new-measures-protect-us-steel-aluminum-and
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次トランプ政権は、相互関税により関税政策を拡張し、同盟国を含む広範な国を対象として

いる点で、対中措置が中心であった第一次政権と異なります。相互関税の根拠となる IEEPA
は、大統領が、国家非常事態法に基づいて国家非常事態を宣言した場合に、輸入の「規制」

や「禁止」を含めて、大統領に広範な経済的権限を与えるものです。 
 

V 米国制度問題 
米国内では大統領に委任された通商権限の範囲が問題になってきました。第 119 回議会

では、大統領の権限を制限し議会の役割を強化する様々な法案が提出されています。 
 

（1）米裁判所の動向 
従来の米裁判所は、大統領が「立法府の単なる代理人」である場合、議会が行政府の行動

を規律する「明確な原則」を定める場合、または根拠法令に関する「明白な解釈上の誤り」

が存在しない場合に、大統領の裁量を認めてきました。通商拡大法 232 条に関しては、2019
年 3 月 25 日に、国際貿易裁判所が、原告らの違憲の主張を退けています。この判断は、同

法が大統領の行為に明確な条件を定めているため合憲とする 1976 年の最高裁判断を踏襲

したもので、2020 年 2 月 28 日に、連邦巡回控訴裁判所によって支持されています。 
こうした大統領の裁量に対し、相互関税に関する一連の判決では、大統領の権限を制限す

る方向で判断が示されている点が注目されます。ラーニング・リソーシズ社事件では、コロ

ンビア特別区連邦地方裁判所が、ならびに V.O.S.セレクションズ社事件では、国際貿易裁

判所および連邦巡回控訴裁判所が、IEEPA は大統領に関税を賦課する権限を付与していな

いと判断しました。トランプ大統領は、これらの判決を最高裁に上訴しましたが、2026 年

2 月 20 日、最高裁は、控訴裁判所の判断を支持し、IEEPA は大統領に輸入を「規制」する

権限を付与する一方で、広範な関税権限を認めるには議会の明確な委任が必要、との判決を

下しました。 
 
（2）今後の見通し 
最高裁判決後、トランプ大統領は、IEEPA による関税の適用を停止し、代わりに通商法

122 条に基づき、国際収支問題等を理由に、10％の関税を賦課する大統領布告を発表し、併

せて通商法 301 条に基づく調査を指示しました。122 条措置は 150 日間（2026 年 7 月 24
日まで）の有限措置であり、延長には議会承認が必要です。2026 年 5 月 7 日、国際貿易裁

判所は、上記大統領布告が 122 条のもとでの「国際収支の赤字」を特定しておらず無効、と

の判断を下しており、今後も本件措置の合法性に関する議論が継続する見込みです。 
最高裁判決では徴収済みの関税の還付について言及はありませんでしたが、国際貿易裁

判所は、3 月 4 日に、清算前の関税に関する還付を命じ、同月 27 日には、清算後の関税も

還付するよう命令を修正しました。米税関は 4 月 20 日より還付手続を開始しています。 
上記最高裁判決により、IEEPA に基づく措置は排除されましたが、関税をめぐる議論は

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title50/pdf/USCODE-2024-title50-chap35-sec1701.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title50/pdf/USCODE-2024-title50-chap35-sec1701.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title50/pdf/USCODE-2024-title50-chap34-subchapI-sec1601.pdf
https://www.congress.gov/crs-product/R48435
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep143/usrep143649/usrep143649.pdf
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep276/usrep276394/usrep276394.pdf
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/762/86/406716/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-cit-1_18-cv-00152/pdf/USCOURTS-cit-1_18-cv-00152-0.pdf
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep426/usrep426548/usrep426548.pdf
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/19-1727.opinion.2-28-2020_1542185.pdf
https://cases.justia.com/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2025cv01248/279804/37/0.pdf?ts=1748685161
https://cases.justia.com/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2025cv01248/279804/37/0.pdf?ts=1748685161
https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/25-66.pdf
https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/25-66.pdf
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1812.OPINION.8-29-2025_2566151.pdf
https://apnews.com/article/trump-tariffs-supreme-court-emergency-powers-law-3c71bfeeeb0f9fe56652d9dc23c1991c
https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf
https://www.congress.gov/crs-product/IF13199
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/25/2026-03824/imposing-a-temporary-import-surcharge-to-address-fundamental-international-payments-problems
https://www.cbsnews.com/news/trump-tariffs-301-investigation-trade/
https://www.cfr.org/articles/how-trumps-tariffs-could-survive-the-supreme-court-ruling?utm_source=chatgpt.com
https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/26-47.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2026/03/judge-eaton-court-of-international-trade-ieepa-liquidation-process-ruling.pdf
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cit.19346/gov.uscourts.cit.19346.50.0_1.pdf
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
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終結しそうにありません。鉄鋼や自動車部品等に対する関税の多くは、通商拡大法 232 条

や通商法 301 条といった権限に依拠しており、企業や貿易相手国は、米国の関税措置に関

する今後の展開を見極める必要があります。 
 
VI 戦後国際通商秩序の転換点 
これまで米国は一貫して WTO 体制の問題点を指摘してきました。2017 年以降の WTO

上級委員会の委員任命停止も、WTO への批判という面で相互関税と共通の基礎を有してお

り、こうした批判はバイデン政権でも維持されました。 
2025 年 12 月の WTO 改革に関する米国の文書では、従来の立場に沿って、WTO に対す

る深刻な懸念が示されています。同文書は、WTO が深刻かつ持続的な不均衡を助長し、生

産能力の過剰と集中によって、多くの国に危険な依存関係と脆弱性をもたらしたこと、また、

一部の国による他国の製造業能力の低下を目的とした略奪的な経済政策が世界経済にとっ

て最大の脅威であり、WTO がこれらの課題に対処できていない、と指摘しています。 
不均衡の問題は、相互関税導入の根拠でもあり、米国は、WTO の最恵国待遇義務が、加

盟国間の差別禁止にとどまり、更なる自由化を要求するものではなく、米国が経済を開放し

てきた一方で、他国による非相互的な貿易慣行の維持を可能にした、と批判しています。 
また、米国は、生産能力過剰と生産の過度な集中、およびそれらを悪用した経済の武器化

という重大な構造的問題を指摘しています。特に、米国は、中国による強制技術移転やその

他の知的財産権侵害を長年問題視しており、さらに、中国の国有企業や不透明な補助金とい

った不公正な政策や慣行が、鉄鋼・アルミニウム等の過剰生産につながり、供給網の脆弱性

をもたらしているとして、具体的な懸念を表明してきています。米国の関税政策の再興は、

WTO の構造的限界を反映しており、戦後の国際通商秩序は重大な転換点を迎えています。 
 
VII 結論 
関税は再び米国通商政策の中心的手段となりました。この変化は、WTO 協定ひいては戦

後国際通商秩序が現実的課題に対処できていないという構造的限界に起因しています。今

後、国際通商分野における多国間協調を維持できるかは、既存ルールと新たな経済的現実と

の間の乖離をいかに調整できるかにかかっています。 
日本は「総合経済対策」および「通商戦略 2025」のなかで、日本経済の成長力と安全保

障基盤を同時に強化する必要性を強調しています。日本にとって、成長基盤の確保のため、

自由で公正な国際経済秩序の維持が最重要課題であり、今後も多国間主義を基盤としつつ、

同志国と協力して予見可能で安定的な国際経済環境を確保していく必要があります。米国

では自由貿易協定への支持は弱まっていますが、包括的かつ漸進的な環太平洋パートナー

シップ（CPTPP）は、ルール基盤の経済秩序を具体化した枠組みとして、EU を含む多くの

国から関心を集めています。経済安全保障に留意しつつ自由貿易の理念を維持し、高水準の

規律形成を主導していくために、日本の果たすべき役割が極めて重要になっています。 

https://jsil.jp/archives/expert/2021-1
https://ustr.gov/sites/default/files/Report_on_the_Appellate_Body_of_the_World_Trade_Organization.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/GC/W984.pdf&Open=True
https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2026/farewell-mfn-non-discrimination-principle-world-trading-system
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf
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